
◎
叙
勲
・
褒
章
受
章

旭
日
双
光
章

田
中
　
豊
繁
さ
ん
（
木
次
町
寺
領
）

多
年
に
わ
た
り
旧
木
次
町
長
と
し
て
、
地
域

の
振
興
・
発
展
に
貢
献
さ
れ
た
功
績
に
よ
り

瑞
宝
双
光
章

忰
部
　
富
雄
さ
ん
（
掛
合
町
掛
合
）

多
年
に
わ
た
り
消
防
団
長
と
し
て
、
地
域
の

防
災
活
動
に
貢
献
さ
れ
た
功
績
に
よ
り

瑞
宝
単
光
章

森
脇
　
　
淳
さ
ん
（
大
東
町
山
田
）

多
年
に
わ
た
り
消
防
従
事
者
と
し
て
、
危
険

性
の
高
い
業
務
に
精
励
さ
れ
た
功
績
に
よ
り

藍
綬
褒
章福

間
　
　
豊
さ
ん
（
大
東
町
上
佐
世
）

多
年
に
わ
た
り
民
生
・
児
童
委
員
と
し
て
、
社

会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
さ
れ
た
功
績
に
よ
り

叙
勲
・
褒
章
の
栄
誉
に
対
し
、
心
か
ら
敬
意

と
祝
意
を
表
し
ま
す

◎
平
成
１７
年
度
島
根
県
精
神
保
健
福
祉
事
業

功
労
者
表
彰
島
根
県
知
事
感
謝
状
受
賞

雲
南
市
精
神
障
害
者
家
族
会

木
次
支
部
さ
く
ら
ん
ぼ
の
会

（
会
長
　
青
山
友
行
）

◎
全
国
精
神
障
害
者
家
族
大
会

理
事
長
表
彰
受
賞

雲
南
市
精
神
障
害
者
家
族
会

原
亮
副
会
長

永
年
に
わ
た
り
、
精
神
保
健
福
祉
の
発
展
に

寄
与
さ
れ
た
功
績
に
よ
り

◎
交
通
安
全
功
労
者
表
彰

中
国
管
区
警
察
局
・
中
国
五
県

交
通
安
全
協
会
長
連
名
表
彰

多
々
納
タ
ケ
子
（
三
刀
屋
支
部
）

雲
南
地
区
交
通
安
全
協
会
八
日
市
上
支
部
　

交
通
栄
誉
賞
「
緑
十
字
銅
章
」

細
貝
　
昌
一
（
阿
用
支
部
）

永
塚
以
佐
雄
（
三
刀
屋
支
部
）

塩
野
　
昭
雄
（
海
潮
支
部
）

島
根
県
警
察
本
部
長
・

（
財
）島
根
県
交
通
安
全
協
会
長
連
名
表
彰

40
年
優
良
運
転
者
　
21
名

30
年
優
良
運
転
者
　
16
名

20
年
優
良
運
転
者
　
７
名

（
財
）島
根
県
交
通
安
全
協
会
長
表
彰

雲
南
地
区
交
通
安
全
協
会
掛
合
支
部

交
通
安
全
無
事
故
・
無
違
反

運
動
成
績
優
秀
地
区
表
彰

雲
南
地
区
交
通
安
全
協
会

雲
南
地
区
交
通
安
全
協
会
長
・
雲
南

警
察
署
長
連
名
表
彰

個
人
　
本
田
則
夫
（
木
次
町
）

藤
原
関
二
（
掛
合
町
）

神
庭
和
幸
・
足
立
勇
吉
（
大
東
町
）

伊
藤
　
豊
（
加
茂
町
）

団
体
　
佐
中
わ
か
さ
会
、
３
区
あ
じ
さ
い

会
、
大
東
幼
稚
園
白
鳥
ク
ラ
ブ
、

子
ど
も
を
中
央
線
の
交
通
事
故
か

ら
守
る
会

松
江
地
方
法
務
局
雲
南
支
局

０
８
５
４
・
４
２
・
５
２
１
０

毎
日
の
生
活
の
中
で
人
権
問
題
と
感
じ
た

り
、
法
律
上
ど
の
よ
う
に
な
る
か
わ
か
ら
ず
お

困
り
だ
と
い
う
方
は
、
松
江
地
方
法
務
局
雲
南

支
局
ま
た
は
、
お
近
く
の
人
権
擁
護
委
員
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
期
間
中
各
地
で
、
特
設
人
権
相
談
所

（
無
料
・
秘
密
厳
守
）
が
開
設
さ
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
雲
南
市
内
の
人
権
擁
護
委
員
（
敬
称
略
）

蓮
岡
法
　
（
大
東
町
岡
村
）

松
田
昭
義
（
大
東
町
仁
和
寺
）

恩
田
磯
子
（
大
東
町
清
田
）

鍔
木
　
篤
（
加
茂
町
神
原
）

内
田
慶
子
（
加
茂
町
立
原
）

堀
江
美
代
子
（
木
次
町
木
次
）

山
根
幹
男
（
木
次
町
山
方
）

藤
原
豊
善
（
三
刀
屋
町
中
野
）

西
村
三
千
世
（
三
刀
屋
町
三
刀
屋
）

勝
部
　
昇
（
吉
田
町
深
野
）

吉
長
雅
昭
（
吉
田
町
吉
田
）

藤
坂
美
貴
子
（
掛
合
町
掛
合
）

藤
飛
昭
憲
（
掛
合
町
松
笠
）

松
江
検
察
審
査
会
事
務
局

０
８
５
２
・
２
３
・
１
７
０
１

交
通
事
故
、
詐
欺
な
ど
被
害
に
あ
っ
た
の
に
、

検
察
官
が
そ
の
事
件
を
裁
判
に
か
け
て
く
れ
な

い
。
ど
う
も
納
得
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
人

の
た
め
に
、
検
察
官
の
し
た
処
分
が
正
し
か
っ

た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
機
関
と
し
て
「
検
察

審
査
会
」
が
あ
り
ま
す
。

審
査
会
で
は
、
11
人
の
審
査
員
が
審
査
に
あ

た
り
、
審
査
員
は
、
選
挙
権
を
持
っ
て
い
る
皆

さ
ん
の
中
か
ら
「
く
じ
」
で
選
ば
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

審
査
員
に
選
ば
れ
た
際
に
は
、
市
民
の
代
表

と
し
て
こ
の
仕
事
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。詳

し
く
は
松
江
検
察
審
査
会
事
務
局
ま
で
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島
根
労
働
局

０
８
５
２
・
２
０
・
７
０
０
９

ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
被
害
が
多
発
し
て

お
り
、
今
後
も
増
加
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て

い
ま
す
。

ア
ス
ベ
ス
ト
を
取
り
扱
う
作
業
等
に
従
事
し

て
い
た
方
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
ば
く
露
し
て
い

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
医
療

機
関
に
ご
相
談
の
う
え
、
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
検

査
等
に
よ
る
健
康
診
断
を
受
診
す
る
よ
う
に
し

て
下
さ
い
。

ま
た
、
ば
く
露
さ
れ
て
い
る
方
は
、
発
ガ
ン

リ
ス
ク
を
高
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
タ

バ
コ
は
吸
わ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

【
ア
ス
ベ
ス
ト
に
関
す
る
相
談
窓
口
】

◆
健
康
管
理
手
帳
・
健
康
診
断
・
労
災
補
償

島
　
根
　
労
　
働
　
局

０
８
５
２
・
２
０
・
７
０
０
９

松
江
労
働
基
準
監
督
署

０
８
５
２
・
３
１
・
１
１
６
６

出
雲
労
働
基
準
監
督
署

０
８
５
３
・
２
１
・
１
２
４
０

◆
健
康
へ
の
影
響
に
つ
い
て

産
業
保
健
推
進
セ
ン
タ
ー

０
８
５
２
・
５
９
・
５
８
０
１

建
設
部
下
水
道
課

０
８
５
４
・
４
２
・
３
４
７
１

市
で
は
、
下
水
道
使
用
料
の
統
一
・
一
元
化

を
図
る
た
め
審
議
会
に
諮
問
を
行
い
ま
し
た
。

委
員
に
委
嘱
さ
れ
た
方
々
は
次
の
み
な
さ
ん

で
す
。
敬
称
略
・
順
不
同
・
（

）
は
出
身
地

会
　
長

山
根
正
吉
（
三
刀
屋
町
）

副
会
長

福
間
　
清
（
大
東
町
）

委
　
員

加
藤
一
成
（
掛
合
町
）、

金
山
壽
忠
（
木
次
町
）、
松
浦
保
潔
（
加
茂
町
）、

石
川
幸
男
（
大
東
町
）、
岡
田
盛
行
（
吉
田
町
）、

加
藤
欽
也
（
加
茂
町
）、石
田
武
芳（
木
次
町
）、

若
槻
美
代
子
（
三
刀
屋
町
）、

坪
倉
要
輔（
掛
合
町
）、宮
崎
和
子
（
吉
田
町
）、

山
崎
絹
子
（
加
茂
町
）、
難
波
勝
（
木
次
町
）

市
民
部
市
民
生
活
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
３
１

国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
む
20
歳
か
ら
60
歳
ま

で
の
す
べ
て
の
方
が
加
入
す
る
制
度
で
す
。
皆
さ

ん
が
納
め
ら
れ
た
保
険
料
は
、
年
金
と
し
て
高
齢

者
の
生
活
を
支
え
て
お
り
、
社
会
全
体
で
高
齢
者

を
支
え
る
「
世
代
間
扶
養
」
の
仕
組
み
が
と
ら
れ

て
い
る
の
が
現
在
の
公
的
年
金
制
度
で
す
。

年
金
は
、
高
齢
に
な
っ
た
と
き
ば
か
り
で
な
く
、

障
害
が
残
っ
た
り
、
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
り
と

い
う
よ
う
な
万
が
一
の
場
合
に
も
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方
の
う
ち
、
学
生

や
自
営
業
の
方
（
第
１
号
被
保
険
者
）
は
、
社
会

保
険
庁
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
国
民
年
金
保
険
料
納

付
書
に
よ
り
、
毎
月
の
保
険
料
を
翌
月
の
末
日
ま

で
に
ご
自
身
で
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

金
融
機
関
や
郵
便
局
、
社
会
保
険
事
務
所
の
窓

口
の
ほ
か
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
一
部
を

除
く
）
で
も
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
も

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

口
座
振
替
の
早
割
制
度
や
、
ま
と
め
て
支
払
う

前
納
制
度
を
利
用
す
る
と
保
険
料
が
安
く
な
り
お

得
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
は
、
２
年
を
過
ぎ
る
と
納
め

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
納
め
忘
れ
の
期

間
が
あ
る
と
、
将
来
の
老
齢
年
金
の
金
額
が
少
な

く
な
る
ば
か
り
か
、
思
い
が
け
な
い
事
故
に
給
付

さ
れ
る
年
金
が
受
け
取
れ
な
い
場
合
も
生
じ
て
き

ま
す
の
で
、
納
め
忘
れ
の
期
間
が
な
い
か
、
今
一

度
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

◆
保
険
料
の
追
納
制
度

国
民
年
金
保
険
料
納
付
免
除
や
、
学
生
納
付
特

例
、
若
年
者
納
付
猶
予
を
承
認
さ
れ
た
期
間
は
、

そ
の
ま
ま
で
も
年
金
受
給
資
格
期
間
と
し
て
数
え

ま
す
が
、
年
金
額
は
、
そ
の
期
間
を
納
め
た
時
に

比
べ
る
と
減
額
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
期
間
は
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
（
追
納
）
が
で
き
ま
す
。

追
納
さ
れ
た
期
間
は
、
保
険
料
を
納
め
た
期
間
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。
将
来
受
け
取
る
年
金
を

増
額
す
る
た
め
に
も
追
納
を
お
勧
め
し
ま
す
。

保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
に
、
免
除
等
を
受
け

た
年
度
か
ら
２
年
を
経
過
し
た
場
合
は
、
当
時
の

保
険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ
て
加
算
額
が
上
乗

せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

市
民
部
市
民
生
活
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
３
１

平
成
17
年
10
月
か
ら
、
老
齢
基
礎
年
金
及
び
老

齢
厚
生
年
金
の
受
給
年
齢
を
迎
え
る
方
々
に
、
年

金
加
入
記
録
等
を
あ
ら
か
じ
め
印
字
し
た
「
年
金

の
請
求
書
（
裁
定
請
求
書
）」
や
「
年
金
に
関
す

る
お
知
ら
せ（
は
が
き
）」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
年
金
の
請
求
漏
れ
を
防
ぐ
ほ
か
、

年
金
請
求
の
手
続
き
が
従
来
に
比
べ
楽
に
な
り
ま

し
た
。

60
歳
に
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
を
受
け
る

権
利
が
発
生
す
る
方

（
昭
和
21
年
１
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
方
）

◆「
裁
定
請
求
書
」
を
60
歳
に
な
る
３
か
月
前
に

送
付
し
ま
す
。

65
歳
に
老
齢
基
礎
年
金
、
老
齢
厚
生
年
金
を
受

け
る
権
利
が
発
生
す
る
方

（
昭
和
16
年
１
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
方
）

◆「
裁
定
請
求
書
」
を
65
歳
に
な
る
３
か
月
前
に

送
付
し
ま
す
。

60
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
間
に
特
別
支
給
の
老
齢

厚
生
年
金
を
受
け
る
権
利
が
発
生
し
て
い
る
が
、

年
金
の
決
定
が
さ
れ
て
い
な
い
方

（
昭
和
16
年
１
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
方
）

◆「
裁
定
請
求
書
」
を
65
歳
に
な
る
３
か
月
前
に

送
付
し
ま
す
。

65
歳
か
ら
老
齢
基
礎
年
金
、
老
齢
厚
生
年
金
を

受
け
る
権
利
が
発
生
す
る
方

（
昭
和
21
年
１
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
方
）

◆「
年
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ
」
を
60
歳
に
な
る

３
か
月
前
に
送
付
し
ま
す
。

社
会
保
険
庁
が
基
礎
年
金
番
号
で
管
理
し
て
い

る
年
金
加
入
記
録
の
み
で
は
、
老
齢
基
礎
年
金

の
受
給
資
格
が
確
認
で
き
な
い
方

（
昭
和
21
年
１
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
方
）

◆「
年
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ
」
を
60
歳
に
な
る

３
か
月
前
に
送
付
し
ま
す
。

「
裁
定
請
求
書
」
が
届
き
ま
し
た
ら
、
記
載
内

容
な
ど
書
類
を
整
え
ら
れ
、
松
江
社
会
保
険
事
務

所
（

０
８
５
２
・
２
６
・
２
８
０
０
）
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
郵
送
で
も
受
付
け
ま
す
。

な
お
、
加
入
期
間
が
す
べ
て
国
民
年
金
の
場
合

は
、
雲
南
市
役
所
市
民
生
活
課
ま
た
は
、
お
近
く

の
総
合
セ
ン
タ
ー
へ
の
提
出
と
な
り
ま
す
。

年
金
相
談
は
、
全
国
ど
こ
か
ら
で
も
照
会
で

き
る
『
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
　
０
５
７
０
・
０

５
・
１
１
６
５
』
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
（
敬
称
略
）

裁
定
請
求
書
の
事
前
送
付
に
つ
い
て

ア
ス
ベ
ス
ト
（
石
綿
）
に
関
す
る

相
談
窓
口
に
つ
い
て

雲
南
市
下
水
道
使
用
料

審
議
会
委
員
の
紹
介

１２
月
4
日
〜
１０
日

「
人
権
週
間
」
が
は
じ
ま
り
ま
す
！

知
っ
て
お
き
た
い
検
察
審
査
会

検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た
ら
ご
協
力
を

国
民
年
金
保
険
料
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

国
連
で
は
、
毎
年
12
月
10
日
を
「
人
権
デ
ー
」

と
定
め
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
い
、
わ
が
国
で
は
、

「
人
権
デ
ー
」
を
最
終
日
と
す
る
１
週
間
を
「
人

権
週
間
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
人
権
と
は
、
人

間
の
尊
厳
を
大
切
に
し
、
人
間
が
幸
せ
に
生
き

て
い
く
権
利
で
、
す
べ
て
の
人
々
が
生
ま
れ
な

が
ら
に
し
て
持
っ
て
い
る
基
本
的
な
権
利
で
す
。

市
で
は
、
お
互
い
の
い
の
ち
と
人
権
を
尊
重

し
、
差
別
の
な
い
思
い
や
り
に
あ
ふ
れ
た
明
る

い
社
会
を
築
く
「
平
和
を
」
の
都
市
宣
言
を
し
、

広
く
市
民
の
皆
様
に
人
権
啓
発
を
呼
び
か
け
て

い
ま
す
。

私
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
で
、
自
分
の
権
利
を

主
張
す
る
あ
ま
り
他
人
の
人
権
を
侵
害
し
て
い

ま
せ
ん
か
。
あ
る
い
は
、
他
人
の
悪
口
を
言
い

ふ
ら
し
て
名
誉
や
信
用
を
傷
つ
け
た
り
し
て
は

い
ま
せ
ん
か
。

人
権
・
同
和
問
題
に
つ
い
て
正
し
い
理
解
を

し
、
偏
見
・
差
別
を
な
く
し
、
お
互
い
に
相
手

の
立
場
を
尊
重
し
豊
か
な
人
間
関
係
を
つ
く
り

ま
し
ょ
う
。

今
一
度
人
権
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。


